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 〇団体体助成基準額について 
助成交付額を決定する際の目安とする「団体助成基準額（以下「基準額」という。）」

は次の通り設定しています。 
助成申請額≦団体への活用希望寄附金額 の場合 
    助成申請額を基準額とします。 

 
 
 
 
 
 

 
 助成申請額＞団体への活用希望寄附金額 の場合 
    団体への活用希望寄附金額を基準額とします。 

 
 
 
 
 
 

 

〇審査の結果に基づく、減額交付及び増額交付について 
審査の結果、増額して助成交付する場合 

 
 
 
 
 
 
 
  
審査の結果、減額して助成交付する場合 

 
 
 
 

助成申請額 団体への活用希望寄附

 
基準額 

（例） 

1 万円以下 

基準額10万円 助成交付額 

助成申請額 団体への活用希望寄附

 

12万円 10 万円 10万円 

10万円 10 万円 10万円 

（例） 

2万円以下 2 割増まで 

基準額 
（助成申請額と活用希望寄附額の低いほう） 

市民活動運営支援事業部会・

推進委員会で審査 
9万円 

助成交付額 

（例） 

基準額 

10万円 

10 万円 

120 点未満 1 割減まで 

2 割増まで 

160 点以上 

10 万円 

2 万円以下 2 万円以下 

基準額 
 

申請額 
 

（例） 


